
駆除業務対象
生育状況調査

業務対象
コード

a 愛知川右岸 愛知川河口から栗見橋までの愛知川右岸（左岸は東近江側） 〇 1070101

b 新海町内陸水路

湖岸道路陸側に沿った水路、西端を新海浜の琵琶湖コンファ
レンスセンターの東側の水路とし、東端を川口橋から新海樋門
を経て琵琶湖へ流出する水路とし、それらの水路を含み、田附
樋門近くまで

〇 1070102

c 大川（稲枝） 大川（稲枝）河口から三ツ谷大橋まで ○ 1070103

d 彦根市西部湖岸 ○ 1070104

a 不飲川河口・柳川漁港 柳川漁港の港湾施設全体、消波突堤を含む 〇 1070201

b 不飲川・来迎川 不飲川河口から庄路橋まで 〇 1070202

c 神上沼（琵琶湖側：古矢場沼） 古矢場沼（神上沼湖側）の全周 〇 1070203

d 神上沼（山側） 神上沼（山側）の全周 〇 1070204

e 神上沼上流側農業水路
神上沼東岸に流入する農業水路から、甲崎町の養魚場南の
休耕地まで

〇 1070205

f 室戸川・東川
室戸川河口から湖岸道路の上流側第２橋まで、および東川下
流端（室戸川）から上流端（神上沼）まで

〇 1070206

g 薩摩町内陸水路
室戸川河口右岸の稲枝排水機場から文禄川・つぶり橋左岸側
まで

〇 1070207

h 彦根市中西部湖岸 〇 1070208

a 文禄川 文禄川河口から今川新橋まで ○ 1070301

b 石川 石川河口から石寺町集落周回部分まで ○ 1070302

c 曽根沼西排水路
今堀排水機場前の河口から湖岸道路・石寺曽根沼橋を越え、
東西水路へ。東西水路東端は曽根沼南西端、西端ははすいけ
広場まで。

〇 1070303

d 石場川（曽根沼排水路） 石場川河口から曽根沼北岸からの流出部まで 〇 1070304

e 曽根沼 曽根沼の全周 〇 1070305

f 宇曽川 宇曽川河口から天満橋まで 〇 1070306

g 彦根市中部湖岸 〇 〇 1070307

a 安食川 安食川河口から野田沼との接続水路の合流点まで 〇 1070401

b 江面川
江面川河口から野田沼まで、八坂町南端の右岸側に合流する
支流の第１橋まで

〇 1070402

c 野田沼（彦根）
野田沼（彦根）全周、および安食川との接続水路を安食川ま
で、および東岸に流入する雲川と荒神山通り沿い水路の第２
橋まで

〇 1070403

d 八坂町圃場 八坂町の養魚場の南西隣の圃場 1070404

e 犬上川
犬上川河口のデルタ部分から県立大学南端（左岸）・彦根市
立病院（右岸）まで

〇 1070405

f 彦根市中東部湖岸 〇 1070406

a 野瀬川 野瀬川河口から川原橋の直上まで 〇 1070501

b 北川（彦根）
北川（彦根）河口から北川橋の上流側、左岸からの支流合流
点まで

〇 1070502

c 平田川 平田川河口からみどり団地第５公園前の橋まで 〇 1070503

d 芹川 芹川河口から中藪橋まで 〇 1070504

e
芹川河口北側住宅地（エクセ
レントヒルズ彦根）水路

芹川河口北側住宅地（エクセレントヒルズ彦根）の南側（芹川
右岸沿い）および西側（湖岸道路沿い）の水路

〇 1070505

f 矢倉川（彦根側）
左岸側は矢倉川河口から矢倉川橋まで、右岸側は河口から
磯の山塊の西縁（水道橋と松原干拓排水所の中間点）まで

〇 1070506

g 松原町北部埋立地水路
ミシガン州立大学連合日本センター北側の水路、湖岸道路よ
り上流側の橋まで

〇 1070507

h 彦根市東部湖岸 〇 1070508

G-3 中部

G-4
中東
部

※業務対象外

G-5 東部

３号対策業務（彦根市・米原市・長浜市・高島市）

G 彦根市

G-1 西部

G-2
中西
部

〇別添１



駆除業務対象
生育状況調査

業務対象
コード

a 矢倉川（米原側）
左岸側は矢倉川橋より上流側、右岸側は磯の山塊の西縁（水
道橋と松原干拓排水所の中間点）より上流側、両岸とも上流
端はJR東海道本線鉄橋まで。

〇 1080101

b 磯川 磯川河口（磯漁港を含む）から磯北川・承水溝との合流点まで 〇 1080102

c 磯北川 承水溝・磯川との合流点から磯北川樋門を経て入江川まで 〇 1080103

d 入江承水溝 磯川・磯北川合流点から南端まで 〇 1080104

e 湯谷川
米原市入江・梅ヶ原・梅ヶ原栄の境界の承水溝との合流点か
ら、JR東海道新間瀬前まで

〇 1080105

f 入江川
入江川河口から米原排水機場を経て、入江干拓地の中央部
を南下し、水源まで

1080106

g 米原市南部湖岸 〇 1080107

a 今江川 今江川河口から蓮池まで 〇 1080201

b 蓮池 蓮池の全周 〇 1080202

c 蓮池流入水路（東南系統）
蓮池東南端から４回の屈曲部を経て南北農道の橋まで、およ
び東南端と承水溝の接続水路。

〇 1080203

d 蓮池流入水路（東北系統）
蓮池東岸から蓮池農村公園の外周沿いに、米原消防署ナイバ
ラ出張所の北端の橋まで。

〇 1080204

e 米原市中部湖岸 〇 1080205

a 天野川河口部 天野川河口から世継橋まで 〇 1080301

b 寺川
寺川河口から湖岸道路・寺川橋を越え、南北への分流の合流
点まで

〇 1080302

c 深町川 深町川河口から湖岸道路・深町川橋まで 〇 1080303

d 米原・長浜市境の川 米原・長浜市境の河川河口から湖岸道路の橋まで 〇 1080304

e 米原市北部湖岸 〇 1080305

駆除業務対象
生育状況調査

業務対象
コード

a 北川（長浜）
北川（長浜）河口から湖岸道路を越え、田村辻町公園（右岸）
の東端の橋まで

〇 1090101

b 長浜新川 長浜新川河口から九反田橋（JR北陸本線沿い）まで 〇 1090102

c 薬師堂川 薬師堂川河口から湖岸道路・北川橋まで 〇 1090103

d 米川 米川河口からJR北陸本線鉄橋まで 〇 1090104

e 豊公園 豊公園砂浜湖岸南端部の遮光シート区画 〇 1090105

f 長浜市南部湖岸 〇 1090106

a 的場井川 的場井川河口から上田産業株式会社敷地（左岸）東端まで 〇 1090201

b 北出川内湖（細江内湖） 北出川内湖（細江内湖）の全周 〇 1090202

c 南浜町内陸水路
明治川樋門から流出する農業用水路を、県道252号（南浜山
本高月線）まで

○ 1090203

d 南浜漁港 南浜漁港の港湾施設全体、消波突堤を含む 〇 1090204

e 長浜市中南部湖岸 ○ 1090205

a 姉川 姉川河口から姉川大橋まで 〇 1090301

b 八木浜舟溜 八木浜舟溜港湾内 〇 1090302

c 田川・裏川・才川河口部 田川・裏川・才川の河口から湖岸道路まで 〇 1090303

d しずかの湖（南浦内湖） しずかの湖（南浦内湖）の全周 〇 1090304

e 早崎舟溜 早崎舟溜港湾内 〇 1090305

f 長浜市中部湖岸 ヨシ帯内部を除く 〇 1090306

I-3 中部

H-3 北部

I 長浜市

I-1 南部

I-2
中南
部

H 米原市

H-1 南部

※業務対象外

H-2 中部



a
奥の洲、および沖側、北側の小
島

３島の全周、奥の洲の内陸部の陸生群落を除く 〇 1090401

b 海老江延勝寺舟溜 海老江延勝寺舟溜港湾内 〇 1090402

c ヨシ帯入江内２種混生群落
縄目川樋門と南浜樋門の間のヨシ帯の入江に生育するナガ
エ・オオバナの混生大群落

〇 1090403

d 延勝寺～尾上湖岸
海老江延勝寺舟溜から尾上漁港までの琵琶湖岸、秋以降、立
ち入り禁止となるため。９月までに巡回を徹底

〇 1090404

e 旧余呉川河口部 尾上漁港の南側にある旧余呉川の河口部 〇 1090405

a 湖北野田沼 湖北野田沼の全周 〇 1090501

b 西野放水路出口 西野放水路の排出部周辺 〇 1090502

c 赤川 余呉川合流点（新赤川橋）から高月町唐川の西殿橋まで ○ 1090503

d 長浜市北部湖岸 〇 1090504

a 飯浦舟溜 飯浦舟溜の東西両川の琵琶湖岸 〇 1090601

b 塩津浜埋立地湖岸 塩津浜埋立地西側の琵琶湖岸 〇 1090602

c 塩津浜埋立地北側水路 塩津浜埋立地の北側の水路、塩津港大橋より上流側 〇 1090603

d 塩津浜湖岸 塩津港大橋から塩津舟溜までの琵琶湖岸 〇 1090604

e 大坪川 大坪川河口から塩津大橋まで 〇 1090605

f 大川（塩津）河口周辺湖岸 大坪川河口から大川（塩津）河口までの琵琶湖岸 〇 1090606

g 塩津湾ヨシ植栽地外縁部 塩津浜ヨシ植栽地（北区画と南区画）の内部、外縁 〇 1090607

h 月出ワンド（蛇の曲がり） 月出ワンド（蛇の曲がり）の琵琶湖岸および浮き産卵床 〇 1090608

i 長浜市塩津湾湖岸 〇 1090609

j 葛籠尾崎半島部 1090610

a 奥出湾湖岸 奥出湾の南西端から北西端までの琵琶湖岸 〇 1090701

b 大浦湖岸 大浦漁港から大浦集落西端までの琵琶湖岸 〇 1090702

c 大浦川
大浦川河口から大浦橋を越え、左岸からの支流合流点の直上
まで

〇 1090703

d 長浜市大浦湾湖岸 〇 1090704

I-8
竹生
島

a 竹生島 竹生島と東岸北部の小島との陸繋部 1090801

駆除業務対象
生育状況調査

業務対象
コード

a 乙女ヶ池 乙女ヶ池の全周 〇 1100101

b 砂小田川 砂小田川河口から砂小田川橋の直上まで 〇 1100102

c 漁道川 漁道川河口から漁道川橋まで 〇 1100103

d 鯰川（新鯰川） 鯰川（新鯰川）河口から鯰川橋まで ○ 1100104

e 近江白浜水路 水路河口から第１橋を越え、白浜荘（右岸側）駐車場北端まで 〇 1100105

f 鴨川河口部 鴨川河口から右岸側住宅地の南端付近まで 〇 1100106

g 高島市南部湖岸 〇 1100107

a 堀川 堀川河口から松ノ木内湖からの流出部まで 〇 1100201

b 松ノ木内湖 松ノ木内湖の全周 〇 1100202

c 金丸川河口右岸側湖岸
堀川揚陸施設東端から金丸川河口までの琵琶湖岸、および金
丸川河口から旧金丸川橋まで

〇 1100203

d 代官川 代官川樋門から湖岸道路を越え第２橋まで 〇 1100204

e 安曇川南流デルタ 安曇川南流の主流部より西側の支流の下流部 〇 1100205

f 高島市中南部湖岸 〇 1100206

J 高島市

J-1 南部

J-2
中南
部

I-6
塩津
湾

※業務対象外

I-7
大浦
湾

※業務対象外

I-4
中北
部

I-5 北部



a 入道樋門 入道樋門河口部周辺湖岸 〇 1100301

b 芝が浜樋門 芝が浜樋門河口部周辺湖岸 〇 1100302

c 藁園農地・入道沼排水機場 藁園農地（遮光シート）、入道沼排水機場貯水池 1100303

d 四ノ坪川（入道樋門水路） 湖岸道路から藁園集落まで 1100304

e 生水川樋門 生水川樋門河口部周辺湖岸 〇 1100305

f 生水川 湖岸道路から藁園集落まで 1100306

g 菅沼樋門 菅沼樋門周辺湖岸 〇 1100307

h 菅沼 菅沼の全周、および南岸西部の圃場沿い側溝 〇 1100308

i 菅沼流入水路 菅沼西端に流入する農業水路、第２橋まで 1100309

j 外ヶ浜樋門・周辺湖岸 外ヶ浜樋門河口部周辺湖岸 〇 1100310

k
六ツ矢崎浜湖岸道路沿い排水
路

外ヶ浜樋門の入江および周辺湖岸 1100311

l 高島市中部湖岸 〇 1100312

a 深溝ヨシ植栽地外縁部 深溝地区ヨシ植栽地の外縁 〇 1100401

b 湖西漁協針江舟溜 針江舟溜の港湾内、港湾外側の入江 〇 1100402

c 針江ヨシ植栽地外縁部 針江地区ヨシ植栽地の外縁、および淀川方式施行区域 〇 1100403

d 針江新川舟溜 針江舟溜の港湾内、港湾外側の入江 1100404

e 橋爪樋門 橋爪樋門河口部と周辺湖岸 〇 1100405

f 馬原樋門 馬原樋門河口部と周辺湖岸 〇 1100406

g 角野浜エリ エリ漂着群落の確認 〇 1100407

h 饗庭沖浮き産卵床 饗庭沖の浮き産卵床（４基）すべて 1100408

i 今川 今川河口部、第１橋（歩道橋）まで 〇 1100409

j 高島市中北部湖岸 J-4-a以南を除く 〇 1100410

a 今津川 今津川河口部のみ 〇 1100501

b 三人川 三人川河口から浜分沼流出部まで 〇 1100502

c 浜分沼 浜分沼の全周 〇 1100503

d 境川
境川河口周辺湖岸、河口から境川はJR湖西線まで、上郷川
は貫川樋門まで

〇 1100504

e 貫川内湖（北湖・南湖） 貫川内湖の南湖・北湖とも全周 〇 1100505

f 新保川 新保川河口から湖周道路・新保川橋まで 〇 1100506

g 百瀬川 百瀬川河口から湖周道路・百瀬川橋直上まで 〇 1100507

h 生来川 生来川河口から湖周道路まで 〇 1100508

i 高島市北部湖岸 〇 1100509

j 海津大崎 1100510

J-5 北部

※業務対象外

※業務対象外

※業務対象外

※業務対象外

※業務対象外

※業務対象外

J-4
中北
部

※業務対象外

※業務対象外

J-3 中部


